
別府湾南部海域における漁法の制限区域
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定点 定　　点　　の　　内　　容

（イ）  神崎漁港㊷護岸に大分県が設置した標識灯

（ロ）
 世界測地系で北緯３３度１９分５４秒　東経１３１度４６分５４秒の点
(日本測地系で北緯３３度１９分４２秒　東経１３１度４７分　３秒の点)

（ハ）
 世界測地系で北緯３３度２０分５８秒　東経１３１度５２分４３秒の点
(日本測地系で北緯３３度２０分４６秒　東経１３１度５２分５２秒の点)

（ニ）  点ハから愛媛県西宇和郡伊方町赤崎鼻見通し線上６，３００ｍの点

（ホ）  点ニから大分市大字佐賀関牛島見通し線上２，７５０ｍの点

（ヘ）
 点ホと大分市大字佐賀関高島東端を結んだ線と大分市大字佐賀関関埼灯台と愛媛県
西宇和郡伊方町佐田岬を結んだ線との交点

（ト）  大分市大字佐賀関関埼灯台

（チ）
 世界測地系で東経１３１度４９分５１秒の経線と大分市の北側海岸線との交点
(日本測地系で東経１３１度５０分　０秒の経線)


